












水道・工業用水道事業の料金

企業庁の水道・工業用水道料金は、「基本料金」と「使用料金」
からなる二部料金制を採用しています。

また、「使用水量｣が｢契約水量（工業用水道事業の場合は、

契約水量から休止水量を減じた水量）」を超えて受水した場合に
は、超過料金をいただく仕組みとなっています。

料金については、事業運営に必要な経費を料金で賄うため、

「総括原価方式」により算定することとなっており、水道料金は
５年、工業用水道料金は３年に一度見直しを行っています。

工業用水道料金については、平成２２年１月１日に料金改定を

行ったところです。また、水道料金については、平成２２年４月１日
に料金改定を行うため、現在準備を進めているところです。



水道料金については、２２年度から
２６年度の収支見通しをもとに算定し
た新料金を市町に提示し、平成２２年
４月１日からの改定に向け、協議を進
めているところです。

市町への提示料金は、平均で
１１．４％の引き下げとなり、受水市町
に対し、年間約１１億２千４百万円の
負担軽減を見込んでいます。

水道用水供給事業／料金改定（案）

事業名 区 分 現 行 新料金 差額

基本料金 680 670 △10
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（基本料金：円／ｍ3・月、使用料金：円／ｍ3）



工業用水道料金については、２２年度から
２４年度の収支見通しをもとに算定を行い、
北伊勢工業用水道事業は、減価償却費、支
払利息等が減少することから、基本料金（固
定的経費）を１．５円/ｍ3引き下げ、また、動
力費が増加していることから、使用料金（変
動的経費）を０．５円/ｍ3引き上げました。

中伊勢、松阪、多度工業用水道事業につ
いては、現行料金で収支がほぼ均衡するこ
とから、料金を据え置きました。

北伊勢工業用水道事業については、今回
の料金改定により、年間約２億９千万円の
ユーザー負担軽減を見込んでいます。

工業用水道事業／料金改定

事業名 区 分 改定前 改定後 差額
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